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2017 年度中国知財戦略会シンポジウム 

「日中知財の新たな交流を目指して」 

                                                                                         
 

 

  

 
日 時：2017 年 7 月 24 日（月）15：00～17：00 
場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 
 
【講演要旨】 
  中国の知財制度は、近年、急速に進展している。特許、実用新案、意匠、商標の出願件数は、圧倒的に

世界トップであり、知財をめぐる訴訟も急激に増加している。知財の創出、権利化をめぐる国家戦略を次々

と打ち出し、模倣品対策でも厳しい制度を構築するなど制度の整備は急進展している。 

CRCC は 2016 年 11 月、中国知財戦略研究会（荒井寿光会長）を設置して中国の知財制度の現状を検証する

一方、中国知財の現場を視察する調査団を北京に派遣した。代表団は中国知識産権局、知財の政府機関、法

律事務所、企業などを訪問して意見交換を行った。 

その成果は、調査報告書としてまとめ、この研究会の総まとめという位置付けでシンポジウムを開催する

ことにした。 

 

【プログラム】 

15:00 - 15:05 開会挨拶 

o 沖村憲樹 JST 特別顧問、元 JST 理事長 

15:05 - 15:35 基調講演 「急速に改革が進む中国の知財戦略」 

o 荒井寿光  知財評論家、元内閣官房知財推進事務局長 

15:40 - 16:50 パネルディスカッション 

モデレータ 

o 馬場錬成 特定非営利活動法人 21 世紀構想研究会理事長、元東京理科大学知財専門職大学院教授 

パネリスト 

o 荒井寿光 知財評論家、元内閣官房知財推進事務局長 

o 沖村憲樹 JST 特別顧問、元 JST 理事長 

o 久慈直登 日本知的財産協会専務理事、日本知財学会副会長 

o 角田芳末 特許業務法人信友国際特許事務所所長、元特許庁審査第 4 部長 

16:50 - 17:00 質疑応答 
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【登壇者プロフィール】（五十音順） 

（基調講演講師、パネルディスカッション パネリスト） 

荒井 寿光氏：  

知財評論家、 

元内閣官房地裁推進事務局長 

［略歴］ 

通商産業省入省、ハーバード大学大学

院修了、特許庁長官、通商産業審議

官、経済産業省顧問、独立行政法人

日本貿易保険理事長、知的財産国家 

戦略フォーラム代表、内閣官房知的財産戦略推進事務局長、

東京中小企業投資育成株式会社代表取締役社長、世界知

的所有権機関（WIPO）政策委員、東京理科大学客員教授な

どを歴任。 

現在、公益財団法人世界平和研究所副理事長、知財評論家。

著書に「知的財産立国を目指して - 「2010 年」へのアプロー

チ」、「知財立国への道」、「世界知財戦略―日本と世界の知

財リーダーが描くロードマップ」（WIPO 事務局長と共著）、「知

財立国が危ない」（日本経済新聞出版社）など多数。 

 
（開会挨拶、パネルディスカッション パネリスト） 

沖村 憲樹氏：  

国立研究開発法人科学技術振興機構 

（JST）特別顧問、 

中国総合研究交流センター上席フェロー 

日本・アジア青少年サイエンス交流事業 

室長 

［略歴］ 

1963 年（昭和 38 年）3 月 中央大学 

法学部法律学科卒業、1966年科学技術庁入庁、1994年同庁

研究開発局長、1995年同庁科学技術政策研究所長、1996年

同庁科学技術振興局長、1996年同庁長官官房長、1998年同

庁科学審議官、1999 年科学技術振興事業団専務理事、2001

年同理事長、2003 年独立行政法人科学技術振興機構理事

長、2007年同顧問、2007年独立行政法人科学技術振興機構

中国総合研究交流センター上席フェロー、2013 年同特別顧

問、2014 年同日本・アジア青少年サイエンス交流事業推進室

（さくらサイエンスプラン）室長、現在に至る。中国科学技術部

中国科学技術信息研究所（iSTIC）特別研究者、北京交通大

学客員教授。 

2010 年 瑞宝重光章（日本内閣府）、2015 年 中国国家友誼

賞（中国）、2016 年 中国国際科学技術協力賞（中国）受賞。 

 

（パネルディスカッション パネリスト） 

久慈 直登氏：  

日本知的財産協会専務理事、日本知財学会副会長 

［略歴］ 

本田技研工業株式会社に入社後、本田技

術研究所で開発管理に携わった。本田技

研工業の初代知的財産部長を 2001 年か

ら 2011 年まで務めた。2011 年より IP＊

SEVA（日米独の技術移転ネットワーク）

ASIA 代表、2012 年より日本知的財産協会

専務理事、知財関連の 5 団体の理事、

2014 年より日本知財学会（IPAJ）副会長を

務めている。 

主要論文に 「Propagating green  

technology (Les Novelles 2011 に掲載の英語論文)」がある。

この提案に基づき国連知的所有権機関（WIPO）が地球環境

保護のため技術移転メカニズムを WIPO GREEN として 2013

年から公式スタート。著書に「喧嘩の作法」（ウェッジ） 

 
（パネルディスカッション パネリスト） 

角田 芳末氏：  

特許業務法人信友国際特許事務所所長、 

元特許庁審査第 4 部長 

［略歴］ 

特許庁入庁、審査第五部審査官（映像

機器）、科学技術庁振興局管理課情報

室長、工業技術院研究開発官、特許庁 

特許情報管理室長、特許庁審査第五部 

上席審査長、審査第五部首席審査長、審査第五部長（機構

改革で特許審査第四部長）を歴任。2002 年退官、特許業務

法人信友国際特許事務所所長、弁理士。 

主な著書、論文 研究開発リーダー２００８年５月号「特許審

査と特許になる発明」、「知財最前線からのメッセージ」（経済

産業調査会）、「ビジネス方法特許－その特許性と権利行使

－」（青林書院、竹田稔氏、牛久健司氏との共同編集著書）。 

 
（パネルディスカッション モデレータ） 

馬場 錬成氏：  

特定非営利活動法人 21 世紀構想研究会 

理事長、 

元東京理科大学知財専門職大学院教授 

［略歴］ 

読売新聞社入社。編集局社会部、科学

部、解説部を経て論説委員。2000 年 11

月退社。東京理科大学知財専門職大学 

院教授、内閣府総合科学技術会議、文部科学省、経済産業

省などの各種専門委員、国立研究開発法人・科学技術振興

機構（JST)・中国総合研究交流センター長などを歴任。現在、

特定非営利活動法人 21 世紀構想研究会理事長。著書に、

「大丈夫か 日本のもの作り」（プレジデント社）、「大丈夫か 

日本の特許戦略」（同）、「変貌する中国知財現場」（日刊工業

新聞社）、「『スイカ』の原理を創った男 特許をめぐる松下昭

の闘いの軌跡」（日本評論社）、「知財立国が危ない」（日本経

済新聞出版社）、ほか多数。 
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【開会挨拶】 

（伊藤宗太郎科学技術振興機構副センター長） 

 これより 2017 年度中国知財戦略会シンポジウムを開催

する。 

 今日はたいへんお暑いところをお集りいただき感謝申

し上げる。先ごろ、中国ではウルトラマンタロウなるもの

が出没し、またコピー大国かというような話題があるよう

だ。だが、実は中国の知財は非常に進んでいる。おそらく

マスコミを含めた多くの方々の認識をはるかに飛び越え

ているのではないだろうか。今日の話にも出てくるかと思

うが、制度の整備あるいは戦略的な取り組みに非常に力強

いものがあると聞いている。 

本日は 2部構成として、第 1部には元内閣官房の知財推

進事務局長であった荒井寿光さんから、中国の、特に最近

の動きについてご報告をいただく。そして第 2部はパネル

ディスカッションの形で、中国の現状を踏まえながら、日

本と中国の間がこの分野において、今後どのような形で協

力、あるいは逆に、中国に学ぶべきところはどこなのかと

いうようなことについて議論いただきたいと考えている。 

それでは開会に先立ち、本件主催である JST 特別顧問の

沖村の方から一言ご挨拶を申し上げる。 

 

【開会挨拶】 

（沖村憲樹 JST 特別顧問） 

 ご紹介いただきました沖村です。本日はお暑いところを

ありがとうございます。 

  

私は JST の理事長時代か

ら、中国との関係をもっと

進めていく必要があると考

え、この中国センターをつ

くらせていただいた。 

私は数年前から、中国は

はるかに日本を抜き去って、

やがては米国に追いつき、

世界 1 位になるとみている。

何故なら、中国にはあらゆ 

る面において国家の明確な意思とそれを支える行政体制

があり、詳細かつ緻密な政策を着々と実行しているからだ。

事実、科学技術が進み、イノベーション大国になりつつあ

る。私は、イノベーションや科学技術の基盤になる知財の

ところを中国は絶対にしっかりやっているに違いないと

素人ながらに考え、荒井先生にこの問題をフォローいただ

けないかとお願いした。荒井先生が中国の知財制度を指導

されていた時の特許庁の責任者であった高（ガオ）さんが

日本にみえ、ご一緒にお話を伺った。荒井先生のもとに日

本の知財関係のトップの方々が集まり、知財戦略研究会を

つくり、中国に赴き調査をして頂き、皆さんのお手元にあ

るその報告書をつくっていただいた。今日はこの本を元に

した、知財についての講演とパネルディスカッションなの

でご期待いただきたい。 

私は、知財の問題は非常に重要で幅が広く、日本は今後

もずっとこの問題を追っていく必要があると思っている。

中国総合研究交流センターでは、“サイエンスポータルチ

ャイナ”という、中国の情報を提供する WEB サイトを運用

しており、最近では 4～5万人の方に見ていただいている。

このサイトに中国の科学技術関係のデータを入れること

にしていて、知財の問題についても必要なデータと最新の

情報を入れて、常に日本の知財関係者が中国の知財の現状

を追えるように設計していきたいと思っている。荒井先生

にも馬場先生にもこの問題に末永くお付き合いいただき

たい。 

この後のパネルディスカッションで、中国の現状に関す

る私の持論を少し述べさせていただきたいと思う。最後ま

でご清聴をお願いして挨拶に代えさせていただく。ありが

とうございました。 

 

（伊藤副センター長） 

それでは早速、基調講演「急速に改革が進む中国の知財

戦略」と題して、荒井先生からご講演をいただく。 

 

【基調講演】 

「急速に改革が進む中国の知財戦略」 

荒井寿光 知財評論家、元内閣官房知財推進事務局長 

 

 皆さん、こんにちは。先ほど沖村さんからご紹介いただ

いた通り、今日は知財の宿題について報告させてもらう。 

 

 中国と聞いて、普通、日

本人が思い浮かべるのは、1

つは偽物ばかりが多くて困

ったものだということ、2

つ目は、やはり日本が世界

一の特許大国だから、日本

の技術力が一番だろうとい

うこと、3 つ目は、中国で

は最近、特許の量は増えて

いるようだが、質が低いの 

ではないかという憶測があるだろうということだ。今日は

その辺がどうなっているかについて話をさせてもらう。 

 

 今、「知財大国から知財強国へ」という言葉が中国政府

のスローガンになっている。中国は知財大国になって数は

増えた、これからは質を高めて知財の強い国になるのだと

いうことだ。 

中国の知財の歴史は日本より 100 年くらい遅い。1979

年に鄧小平さんが改革開放路線を出し、外国から技術導入

をしたり資本を導入したりするときに、やはり知財が必要

なのではないかということで始まったのが中国の知財制

度で、1980 年からの始まりの時期が第 1 期。そして段々

とやっているうちに、外国へたくさん輸出するためには

WTO に入ればいいとなり、1995 年に WTO に申請し、2001
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年に加盟した。その時、盛んに言われていたのは、偽物ば

かりつくっている国はダメだということだ。それまでの

GATT とは違い、WTO では自由貿易をするなら知財を守れと

いうことになった。知財を守らない国には輸入制限しても

いいというような仕組みが WTO に取り入れられたため、貿

易で稼ぐためには知財を守らなければいけない。それで一

生懸命やったのが第 2期だ。それが概ねうまく進み、造船

も鉄鋼も世界一になってくると、いよいよこれからは受け

身の知財ではなく、知財を使って国家戦略にしていこうと

いう動きが今から 10 年前の 2008 年のこと。私は 2002 年

から知財事務局長をやっていたが、中国からは毎年、調査

団が来ていて、日本は一体、どういう知財戦略をやってい

るのかと質問があり、日本の知財戦略を説明していた。そ

ういったことが中国に伝わり、しかも向こうの方がまとめ

て進められるので、それが大きな花になって実を結んだと

いうのが第 3期だと思う。 

 

今、中国がどれくらいの知財大国になったのかというこ

とだが、これは 2016 年の日本、米国、中国の特許の出願

件数だ。日本が世界一かと思ったら、中国が 134 万件、日

本は 32 万件で、中国の出願件数は日本の 4 倍にもなる。

米国が 60 万件だから、世界の特許出願の内、中国の特許

庁に出願されているものが全体の 45％ということになる。

特許においては、それが世界で最初のものかどうかをチェ

ックしなければならないので、これを全てチェックしない

といけない。商品もそうだが、45％のマーケットシェアを

持つということは非常に大きい。中国のマーケットシェア

が大きいだけに、いろいろな意味で事実上の影響力も大き

くなる。 

特許の他に、実用新案がある。実用新案の申請件数は日

本の 1万件に対し、中国は 147 万件。ちょっとした発明も

どんどん出しているということだ。大学とか大企業が出す

のは大体が特許だが、地方の中小企業が出すのは実用新案

だ。それから意匠の出願件数では、日本の 3万件に対して

中国は 65 万件。中国はすぐに同じようなものをつくると

外国から言われてしまうので、それではいけない、何でも

いいから自分たちで新しいデザインをつくろうとやった

成果が 65 万件という数字だ。商標については、日本は年

間の出願が 16 万件、対して中国は 369 万件ある。 

中国中のあらゆる地方、あらゆる中小企業が知財を取ろ

うとやっている。日本では特許庁がこれらのものを産業所

有権と称しているが、4つ足して 52 万件、中国も同様に 4

つ足すと 715 万件になる。地方のちょっとした発明や商標、

例えば日本で言うところの地方の温泉饅頭のようなもの

まで数字に出ているが、ちょっと工夫すれば、発明したら

実用新案になる、特許になるという具合だ。中国はとにか

く出す。日本ではどうしても特許の取り方の講習会とか制

度の説明で止まってしまう。水泳の仕方の本を読んで勉強

するのか、プールに入ってしまえば何となく泳げるように

なるのか、そういう差だ。日本はいつまでたっても泳ぎ方

の勉強ばかりしていてプールに入らない。ところが中国で

は何でもいいから出せというのが、大企業や大学だけでな

く地方の中小企業までに広がっている。それがこの 52 万

件と 715 万件の差だ。 

 

ユニクロのシャツには“Made in China”とあるが、そ

れが段々、ドローンを買ったら 9割が中国製だったり、太

陽光パネルを買ったら 6 割が中国製だったりとなってき

た。中国は繊維、雑貨だけでなく、エレクトロニクス製品

もどんどん輸出する。そこで国際特許出願、PCT が必要と

なる。2016 年の統計を見ると、1 位が中国の ZTE、2 位が

同じく中国のファーウェイ、3 位が米国のクアルコム、4

位が日本の三菱電機、5 位が韓国の LG だ。中国は国際試

合の方にもたくさん出ていて、スポーツに例えるなら、国

体で頑張るだけでなく、オリンピックに出て金メダルや銀

メダルを取るような状況になっている。 

 

13 次五か年計画では、2015 年には日本や欧州、韓国に

追いつき、米国に並ぶとしている。そして、2016 年から

2020 年までの 5 か年計画においては、知財強国を国家目

標にしようと言っている。そこで、それに対応し得るもの

として、第 13次知財五か年計画というものがつくられた。

国家計画の中にも知財をしっかりやると書いてあり、それ

を具体的に決めていくのが 13 次五か年知財計画だ。2021

年は共産党ができてから 100 年という大事な年になる。そ

の時には知財で強い国、質の高い国になるというのが中国

の方針だ。 

 

 この表の上から 3 番目、「植物新品種出願総数」という

ところをみてほしい。昔は日本の青森リンゴなどが真似さ

れていたが、今は中国では自分たちで新しい品種をつくろ

うとしている。2015 年には 1 万 7 千件の新品種が登録さ

れた。日本で新品種の登録がどれくらいあるかというと、

988 件、約 1000 件だ。農産物の分野でもまがい物を作ら

ずにやっていこうというのがこの 1.7 万という数字に表

れていて、さらにそれを 2,5 万件まで増やそうとしている。

著作権の登録も 135 万件にのぼる。日本の年間の登録件数

はおよそ 1,400 件で、中国と 1,000 倍くらい違う。PC ソ

フトウェアの著作権登録が中国では 29 万件、日本ではピ

ーク時でも年間 500 件、今は 100 件程度だ。 

中国では著作権についてもどんどん登録しろという方

針になっている。その方が、万一、裁判になったときに証

拠として役に立つからだ。先ほどの 715 万件の他、今、お

話したような新品種や著作権、特にこれからはソフトウェ

アが第 4 次革命時代の決定的な重要要素として大きな意

味を持ってくると思う。中国人は登録したものは権利とし

て使うが、日本では登録するだけで額に飾っておしまいと

なる。 

 

中国の国家戦略は、国務院主導の下、地方政府や関連す

る機関にも指令が出され、徹底して進められる。国レベル

でやるだけではなく、省、つまり都道府県にあたる地方行
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政レベルと、北京市や上海市などの政令指定都市で、知財

強国に呼応する知財強省、知財強市を目指した競争をさせ

ている。それが先ほどの実用新案や商標の大きな増加の理

由の一つにもなっている。裾野が広がっているということ

だ。また、中国では大学への期待が大きい。知財教育に力

を入れて専門コースを設け、知財を作り出すような良い研

究と成果の実用化、ベンチャーの立ち上げやライセンスの

取得などを積極的に進めている。その背景にあるのは、鄧

小平さんが 1982 年につくった憲法だ。「国家は、自然科学

及び社会科学を発展させ、科学知識及び技術知識を普及さ

せ、科学研究の成果並びに技術の発明及び創造を奨励す

る。」日本の明治憲法にも昭和の憲法にもこういうものは

ない。非常に面白いのは、社会科学でも発明、創造に関係

するというところ。要するに、法律などもどんどん変えて

いけということで、日本は法律を変えないことをもって旨

とするが、中国では法律や制度もどんどん変えていこうと

いう意味で書いてある。これは沖村さんに教えてもらった

のだが、中国には 1993 年に施行された“科学技術進歩法”

なるものがある。これは、「国が科学技術の経費に投入す

る財政資金の増加率は、国家財政における経常収入の増加

率を超えるものとする。」というもので、平たく言うと、

科学技術の予算を普通の予算よりも増やしていくという

ことだ。その結果、大学への投資が 25 兆円と日本の 9 兆

円の 3 倍、研究者数では中国 148 万人、日本は 84 万人、

論文のトップ 10％は中国が 1 万 9,000 件、日本は 7,000

件と、世界の論文でも中国の方が多く引用されている。そ

れだけ科学技術力が高くなったということは、中国の特許

の質も上がってきているということを示している。 

 

中国には、「大衆創業・万衆創新」という言葉がある。

“創新”はイノベーションという意味で、皆でベンチャー

を起こそうということだ。特に、深センは「東のシリコン

バレー、西の深セン」として、ベンチャーのメッカとして

世界から注目されている。また、北京には技術、特許の取

引を行う「中国技術交易所」がある。日本でも技術のマッ

チングなどいろいろ試みているがなかなか定着しない。と

ころが、中国の場合は専門の取引所までつくり、現に取引

が成立している。 

 

さて、“ニセモノ大国”としての中国がどうなっている

かというと、これは相変わらず世界 1位だ。米国には「ス

ペシャル 301 条」という偽物退治の法律があり、偽物を作

っている国をチェックしているが、優先監視国のトップに

入っているのが中国だ。中国には相変わらず偽物が多く、

海賊版の DVD や CD、あるいは模倣品までつくって世界中

に輸出している。技術移転を強制的にさせたり企業秘密を

盗んだりということも世界一だとされている。だが、中国

政府は偽物の世界一はもうやめようという方針で、そうい

ったことへの取り締まりを厳しくやろうとしている。それ

こそ昔は泥棒村みたいな地場産業が成り立っていた所も

あったようだが、そんなことをせずとも中国はやっていけ

るようになったとして、知財の保護を強化するため、刑事

罰と行政罰の罰則を強化し、法定賠償額を引き上げ、懲罰

賠償制度を拡大しようとしている。また、故意の侵害行為

を信用情報記録というものに記録する。これは、私の理解

ではクレジットカードのブラックリストのようなもので、

知財を侵害した記録を個人の住民票、あるいは企業の登記

簿に記載するというものだ。ここに記録があると、後々、

銀行から金を借りられないとか、最悪の場合は国を出られ

ないということになる。殺人罪とか国家転覆罪だけでなく、

知財の侵害もブラックリストになるのだ。 

 

中国のもう一つのキャッチフレーズは「信用中国－クレ

ジットチャイナ」だ。中国というと、ミルクを飲んで赤ん

坊が死んでしまったとか、いろいろな農薬がたくさん入っ

ているのではないかとか不信感が強い。もっと信用を上げ

なければいけないと、「信用中国」をキャッチフレーズに

してやっている。また、民事、刑事、行政が一緒にやるこ

とで、皆が共同で証拠を使える。つまり、警察が集めた証

拠を使えば裁判も早く終えることができる。日本はそれぞ

れが独立しているのでそこが違う。このように中国は知財

保護の強化に真剣に取り組んでいる。 

 その結果どうなっているかというと、特許の訴訟件数が

非常に増えている。これは日本と米国、中国の訴訟件数だ。

日本の特許の訴訟件数は著作権を入れると 500 件だが、特

許だけだと年間 200 件。多いと言われる米国が 6,000 件、

方や中国は 12,000 件になる。先ほど話したが、取った権

利は使うものだというのが中国人の発想だ。そういうこと

で、外国人を相手にした訴訟も増えている。その他、著作

権に関する係争が 87,000 件、商標関連が 27,000 件、合計

すると 137,000 件になる。日本は 533 件だ。この差は何に

出てくるかというと、訴訟を起こせば裁判の決着の仕方が

分かる。勝った、負けたが分かれば、特許をどういう風に

取ればいいのかというところで特許のレベルが上がって

くる。日本人は特許を取っても使わないから、その刀が本

当に切れるかどうか分からない。竹光みたいになっていく

わけだが、中国の場合は実際に使ってみるから切れ味が分

かる。特許の質、あるいはソフトウェアについても同様の

問題がこれから起きていくだろう。しかも頭打ちではなく、

まだまだ伸びている。中国は争いごとを別におかしいとは

思わない。国民性の違いかもしれないが、隣の国にはそう

いうところがあるということだ。 

 

このように、今、中国は変わってきている。それではど

うしたらいいかというと、一つには知財交流があると思う。

20 年前は、これからどういう仕組みにしたらいいのかと

いうことを向こうの特許庁の長官と話す段階、10 年前は、

国家戦略をつくるにはどうしたらいいかという話をする

段階だった。それが今はこれだけ変化している。 

久慈さんは 10 年前から大企業における特許の活用の仕

方や現場での交流を進めておられるが、大学や中小企業も、

どのように特許を使ってベンチャーを起こしていくか、ラ
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イセンスをどのようにやっていくかとかいう勉強をする

必要があるのではないだろうか。農業分野も同様だ。我々

が気付いた時には、中国は日本から得るべき農業技術を全

部取り入れたということになっているかもしれない。 

2 つ目として、特許を共同審査したらいいと思う。日本

から中国への特許の出願件数が増え、中国から日本への出

願数も増えていくので、日本と中国とでお互いに出したも

のを一緒に審査するのだ。日本の審査官は中国語を読めな

いし、中国の審査官も日本語の文献が読めない。従って、

互いのデータベースを使いながら一緒にやれば、最初は厳

しくとも後は安心して使うことができ、質の高い審査にな

ると思う。 

 

最後のスライドには“謙虚に学ぶ”と書いた。特許や著

作権を含めて知的財産には形がない。本質的に国際的なも

のでボーダーレスだ。科学技術に国境が無いのと同じよう

に、知的財産にも国境は無い。制度間競争になる。良い制

度を持っているところに知財が集まり、活用される。 

先ほど話した損害賠償について、法定賠償を日本が採用

しないと言っている時に中国はそれを採用した。悪質な商

標侵害には懲罰賠償を採用した。これはスポーツの国際競

争と同じだと思う。世界レベルが上がるような国際競争を

しているときは、技術も制度も上がっていく。だから、制

度間競争をする時には中国に謙虚に学ぶ姿勢が必要だと

思う。 

以上、JST の調査結果を報告させてもらった。ご清聴に

感謝する。 

 

（伊藤副センター長） 

 荒井先生、どうもありがとうございました。 

それでは、次にパネルディスカッションという形で、荒

井先生にも加わっていただき、中国の急速に変わった知財

と、これに対して日本との協力はどうか、どういう展開が

あるか等々について幅広くディスカッションしていただ

きたいと思う。その後、会場から質問の時間を取りたい。 

パネルディスカッションには、先ほどご挨拶申し上げた

JST の沖村と、今、報告いただいた荒井先生、加えて、民

間企業において長く知財問題をずっと扱ってこられた日

本知的財産協会専務理事の久慈直登さん、また、長らく特

許庁において実際の審査に携わっておられた、元特許庁審

査第 4部長、現在は信友国際特許事務所所長であられる角

田芳末さんのお 2人に加わっていただき、モデレータには、

我々中国センターの初代センター長であり、東京理科大学

知財専門職大学院教授も務め、現在は特定非営利活動法人

21 世紀構想研究会の理事長でもあられる馬場錬成先生に

お願いしたいと思う。それではマイクを馬場先生にお渡し

する。 

 

【パネルディスカッション】 

（モデレータ：馬場錬成 NPO 法人 21 世紀構想研究会理

事長） 

 皆さん、お暑い中をお運びいただきありがとうございま

す。 

 これからシンポジウム後

半のパネルディスカッショ

ンを行う。先ほど荒井さん

から、中国に自ら赴き、現

地の公的機関や企業その他

を視察したことを踏まえた

調査結果をご紹介いただい

た。お手元に「中国知財戦

略に関する調査」という報

告書が配布されていると思 

うが、それは昨年秋からわずか数カ月の間に、中国の直近

の知的財産制度と実態、これからの展望を調べて報告書に

まとめたものだ。今日のパネルディスカッションは、この

研究に取り組んだ先生を主にして行いたいと思う。それで

は、久慈先生と角田先生に冒頭のプレゼンテーションをお

願いする。 

  

（久慈直登 日本知的財産協会専務理事） 

 皆さん、こんにちは。日本知的財産協会の久慈と申しま

す。 

 はじめに日本知的財産

協会について簡単に紹介

する。スタートは戦前、

昭和 13 年、海外企業と日

本企業との間に知財ライ

センスなどのバトルがあ

った頃にスタートした。

海外とのバトルをうまく

やるにはどうしたらいい

のかということで、産業

界で情報交換をしたのが 

始まりだ。昭和 20 年になってから、戦争中にストップし

ていた連合国の知財権についてどう対応するか、いろいろ

大変だったのだが、それが本格的な活動のスタートになっ

ている。つまり、グローバルで戦うにはどうしたらいいか

というのが日本知的財産協会の始まりである。 

 

日本には会社が 370 万社ある。知財協の会員企業は

1,000 社だ。先ほど荒井先生から、2016 年の出願件数は

32 万件と紹介された。海外からの出願が年間 5～6万件あ

るとして、日本企業の出願の 9割は日本知財協会の会員で

カバーしている。残り 1 万件弱がその他の会社、つまり、

実際にグローバルで戦っている日本企業は 1,000 社くら

いだと推測できる。中国には今、企業が 4,000 万社あるそ

うだが、その中に海外で戦っている企業がどれくらいある

か。4,000 万社といっても会社としての平均寿命が 2年半
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らしいので、どこで統計を取るかによっても答えは違って

くるが、実際に海外で戦っているのはまだ 100 社くらいだ

と思う。ただ、当然どこの会社でも特許を出そうとするの

で出願件数は多い。従って、数字にあまり惑わされないよ

うにしようというのが、今回、お話する「日中企業連携会

議」開始のきっかけでもある。 

 

「日中企業連携会議」は 2005 年に始まった。我々が企

画し、北京、上海、広州の企業に声をかけ、それぞれの場

所で開催されている。日本知的財産協会では、米国や欧州

の企業ともこういった連携をしているが、グローバルで仕

事をする場合、相手の顔を知りながら、相手がどういうこ

とを考えているかを知ることは非常に重要だ。そのネット

ワークをつくっている。アジアにおいては韓国と中国に

2000 年代当初に声をかけ、民間企業の団体をつくっても

らった。リムパック、環太平洋合同演習というものをご存

知だと思うが、それと似ている。顔を知りながら、相手の

活動内容もある程度情報共有する。そこからスタートした。

このスライドは第 1回の連携会議、2005 年 4 月 16 日に上

海で行った時のものだ。日本からの出張者は企業人 100

名、中国側も企業人を中心に 150 名が参加した。私は理事

長だったので、ここで継続的開催を合意し、握手となった。

丁度その時期は、靖国問題と日本が国連の常任理事国に入

るか入らないかの問題が生じていて、中国では反日のタイ

ミングだった。民間企業同士はそのような政治的背景に影

響されてはいけないのだということを会議で念押しして

いる。それから今年までずっと続いている。2005 年以降

は毎年、北京と上海で開催している。2012 年と 2014 年に

ついては尖閣問題があったため、上海が中止になった。

2013 年の北京も抗日の関係で中止したが、西安ならやっ

てもいいということで、北京ではなく西安で行った。産業

界同士だからそんな感じだ。2015 年は日本でも開催し、

上海チームが来てくれた。今年は 3月に 3都市で行い、全

体で 50 名から 100 名が参加した。 

 

中国側の発表例をいくつかピックアップして説明する。

リスクという観点でいうと、通信大手企業は、標準特許の

内容に関して、広く政府を巻き込んだ取り組みをしている。

医療機器企業はネットワークを使って知財活動をやって

いる。SNS 企業はアライアンスを活用したパートナー作り

をやるのだという。モバイルメモリでは、紛争が起きた場

合、先ずは交渉による解決を試みる。裁判にいくのは最終

手段ということだ。産業界においては、紛争を自分たちで

交渉解決するのが最良策となる。裁判所は最後の手段だ。

ネットワークがあるので、交渉による解決は簡単にできる。 

 

このスライドは中国側の活動内容の発表例だ。例えば半

導体では標準化団体への対応をしているし、電池の会社は

知財を通じて協力会社と連携している。IC の設計では、

従業員管理つまりノウハウ管理を行い、知財マネジメント

全般をやっている。グローバルでの知財活動をしている人

たちはやはり若い。 

 

2005 年に日中企業連携会議をスタートしてからこれま

での間に、グローバルな競争に入った中国企業は増え、と

てもレベルアップをしている。2005 年当時の会議では日

本側から組織の在り方とか知財の活用例とかを一方的に

話していたが、それが最近では議論が対等になり、非常に

盛り上がる。グローバルでやっている中国企業の知財の使

い方は、米国企業のそれと非常に似てきている。米国で仕

事をしていた人たちが中国に戻り、学んだことを実践して

いるからだと思う。そして、彼らのバックには中国政府が

あり、強力な支援をしている。コントロールが非常に強い。

若手と女性の比率も高い。日本側の出席者は男性のお年寄

りが多いが、中国側は若い女性が多いといった対比の構図

がある。 

 

最近では売買や評価、標準化といった項目への関心が非

常に強いようだ。2005 年当時は、世界で戦うためにはど

うキャッチアップすればいいかを模索をしていた段階だ

ったが、今は成熟した活動に移行している。それでも模倣

によるトラブルといった初歩的な知財トラブルは相変わ

らず多い。中国国内で自然淘汰されるとしても道はまだ遠

いと思う。 

例えば、懲罰賠償制度は中国の国策として模倣企業をな

くすための施策だが、グローバルでやっている企業は知財

の複雑さをいろいろ分かっているから、交渉による解決が

一番と考え、懲罰賠償に対しては非常にナーバスになり反

対している。それは当然でもある。グローバル競争に参加

している企業 4,000 万社の中にも模倣とグローバル競争

が混在しているが、我々が見るべきはグローバル競争に参

加している中国企業だ。そういった企業との連携は今後も

続けるつもりであり、おそらく今後も活発な日中企業連携

会議、例えば日本に来てもらってシンポジウムを開催する

ことも計画したいと思っている。以上だ。 

 

（馬場） 

ありがとうございました。それでは角田さん、よろしく

お願いします。 

 

（角田芳末 特許業務法人信友国際特許事務所所長） 

 信友国際特許事務所の角田です。 

 

 まず、私が何故ここに立っ

ているのかということから

説明させていただきたいと

思う。 

中国は知財強国に向けて

ものすごい勢いで加速して

いる。昨年の 8～9 月頃、中

国の弁理士から、2016 年 7

月8日に中国国務院が公表し 
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た「『国務院の新情勢における知的財産権強国建設の加速

に関する若干の意見』重点仕事分業方案（106 項目）」が

送られてきた。これをみて驚き、元上司である荒井さんに

送ったところ、JST で検討するからメンバーに入れという

ことでメンバーに加えていただいた。私は少し中小企業支

援策を勉強することになったが、中国の中小企業の良い情

報はなかなか手に入らない。そのため、少々古いが 2012

年 9 月 4日の人民網の日本語版を紹介すると、中小企業の

工業総生産額は全体の約 60％、利税総額は約 40％とあり、

また、全国の毎年約 1500 億ドルの輸出額のうち、中小企

業が約 60％とある。資料では 1500 億ドルだが、そうなる

と 15 兆円くらいでちょっと少ないのではないかと思い、

ネットで調べてみたところ、1510(10US 億ドル)となって

いた。単位が一桁少なかったということだ。実際は 150

兆円くらいだ。今は 2,000（10US 億ドル）くらいいってい

る。 

中小企業は中国経済の中心的存在で、都市部の 75％の

雇用を創出している。先ほど久慈さんから、中国には

4,000 万社もの企業があるという話があったが、日本が

380 万社くらいとして、大企業は少ないかもしれないが、

中国には日本の 10 倍くらいの数の企業がある。だが、久

慈さんの話のとおり、中小企業は数こそ多いが寿命は短く、

「1年目に設立し、2年目に富を築き、3年目に倒産する」

といった道を辿るとさえ言われている。そのため実力を付

ける企業は数えるほどというイメージだ。 

 中小企業の平均従業員数は 13 人、経営者の 8割弱は 20

～40 歳で、50％以上が専門学校以上の学歴を持つ。中小

企業の給与は低いので、高級人材にとって魅力はない。科

学技術に長けた人材が中小企業で重要な位置を占めてい

る。そこには中小企業の技術人材不足という現状が反映さ

れているという。 

  

これは、個人的に付き合いのある中国の弁理士が送って

くれたものを抜粋したものだ。中国政府は全国の企業に対

して、専利出願（特許、実用新案、意匠をまとめて専利と

いう）を増やすよう、積極的に出願奨励策を実施している。

2016 年には専利のうちの特許だけで 130 万件を超える出

願が出ているのでこれは間違いない。政府は本格的に出願

奨励を行っており、例えば、専利出願については、中央政

府、各省、県、市がそれぞれの補助規則を制定している。

上海市の専利補助規則を例に取ると、この URL の中を読ん

でもらうと分かるが、国内外の専利出願を補助する一般補

助、及び専利の創造、運用、保護及び管理に対する専門補

助の 2つに分かれている。 

 

 中小企業では人材と資金が不足している。そのため、政

府が小規模企業の知的財産権保護への援助を強化すると

いうのは間違いないと思う。URL を付けたが、国家知識産

権局の「小・零細企業の発展への支持に関する若干意見」

は 2014 年の 10 月に出されたものだ。中小企業の知的財産

保護及び権利維持コストの低減に係る措置ということで、

中国国家知的産権局は全国に 78 ヵ所の保護支援センター

を設立した。中小企業が多く集まる地域に保護支援拠点を

設立している。国家中小企業知的財産権訓練所も設立して

いる。こういうことを国レベルでやっているようだ。 

融資難に陥る中小企業に対しては、政府が主導する形で、

各地域の政府機関と地域の銀行が協定等を結び、知財によ

る担保融資を積極的に行っている。この融資を通じて、多

くの中小企業が資金不足を解決している。一部の地域では、

政府が中小企業に対して融資利息等の費用の補助をして

いる。ここに北京市朝陽区の補助案が出ているが、朝陽区

の区政府は中国交通銀行及び北京銀行と協定を結び、朝陽

区における中小企業への融資を支援している。特に中小企

業は、特許権や実用新案権、商標権、著作権を担保にして

融資を受けることが可能になっていて、同区政府は企業へ

の融資にかかる利息や手数料等のコストを最大 50％、毎

年最大で 50 万人民元まで補助している。今、1元が 16 円

として 800 万円くらいだ。 

 

中国工業・情報化省の「中小企業発展促進計画」では、

政府は、小規模企業が大学及び研究機関と協力し、特許に

より創業または継続的な開発に導くとあり、特許を非常に

重視しているということが分かる。また、国営企業が保有

する“遊休特許”とは、日本でいうところの休眠特許のこ

とだと思うが、政府は、それを小規模企業へ譲渡すること

を奨励している。さらに、知的財産模範企業が小規模企業

に対して低使用料金または無料で専利の使用を許可する

ことを奨励している。中小企業に対して非常に手厚い応援

をしていることが分かる。 

 

広東省は知財強国の先鞭を走っている。先ほど荒井さん

の話に出てきた PCT、国際出願についても、中国の 2015

年の PCT 出願 3万何千件の内、半数以上が広東省から出て

いる。広東省は知的財産権をイノベーション推進の戦略と

して活用する計画を省として発表し、また、知的財産権の

厳格な出願と権利の行使を保護している。さらに、知的財

産権を侵害する行為を記録する。荒井さんのお話にもあっ

たが、侵害行為が記録されると社会的信用を失う恐れがあ

る。 

また、広東省では、中小企業の初めての特許出願の費用

も全額補助している。これは弁理士費用を含めての額だと

思う。10 件以上の特許出願をする成長率 30％以上の中小

企業には、大学や研究機関以上の助成を行う。特許権を 5

年以上維持する特許発明や外国出願の場合にも助成金を

出す。発明者に高い賞金を出して表彰し、助成も拡充する。 

さらには、知財戦略として、重点産業の特許のデータベ

ースを建設している。全面的な知的所有権を強めてサービ

ス機能を強化し、特許のビッグデータを基礎にプラットフ

ォームを作っている。中小企業に対しては無料で特許情報

サービスを行い、2017 年までに省内の特許情報産業の 10

分野、企業 2万社以上をカバーして、全省のオンラインを

実現するという。 
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ここまでが知財の支援策だが、私は中国のベンチャービ

ジネスがどうなっているかということにも関心がある。ご

覧になった人も多いと思うが、昨年の 11月 19 日に放送さ

れた NHK スペシャル「巨龍中国 成長産業にカネを流せ 

（14 億人の資産の行方）」を見ると、中国がベンチャーに

対してどれくらい力を入れているのかが分かる。20 代か

ら 30 代の若手企業家たちによる新しい民間の投資会社は、

富裕層から金を集めて投資している。14億人、1,800 兆円

の個人資産を投資に回すということだ。例えば、潘小渓さ

んという方は華輝集団のCEOで30代くらいの女性社長だ。

社員は 50 人いる。特に注目してほしいのは、ハイテク分

野のベンチャー企業に投資するというところだ。利回りは

30％で、預かった 50 億円を 3 年で 150 億円にした。注意

すべきは全ての中小企業に投資するということではない

ということ。収益力の低い古い産業には投資せず、ハイテ

ク分野の高い成長力のあるベンチャー企業かどうかが判

断基準だとハッキリ言っていた。いわゆるハイリスク・ハ

イリターンだ。 

時間が限られているので、「融道網」や新聞情報のとこ

ろは割愛させてもらう。資料をご覧いただきたい。 

 

さて、それなら日本はどうかということで、日本も少し

変わってきているというところを紹介すると、大企業の M

＆Aが急増していることだ。大企業が技術や人材の取り込

みを狙い、ベンチャー企業に対する買収や出資を急速に増

やしている。2016 年は 2012 年に比べて件数で 6倍、金額

で 3倍に膨らんでいる。 

 

最後に、中小企業に関する特許庁・日本弁理士会の活動

を少しだけ紹介する。特許庁は平成 23 年度から 47 都道府

県に「知財総合支援窓口」を設置した。中小企業を対象に、

相談を中心とした支援事業と、平成 26 年度から日本弁理

士会が推薦した「窓口知財専門家」を配置している。弁理

士の活動としては「弁理士知財キャラバン」というものを

やっていて、知財コンサルティングのための研修をしたり、

履修した弁理士の中から支援弁理士を選定したりしてい

る。最近では「知財広め隊」ということで、知財に馴染み

のない経営者に知財を知ってもらうため、知財を「見える

化」する、融資に繋げるという仕事をしている。 

今日、話した内容は、URL に全て書いてあるので、興味

のある方は参照していただきたい。 

 

（馬場） 

ありがとうございました。 

中国の中小企業についてはあまり知られていないこと

が多いので、もう少しプレゼンいただきたかったが、時間

配分もあるので、ここでパネルディスカッションに入りた

いと思う。 

 

さて、ここまで 4人の方にプレゼンをいただいたところ

で、皆さんのお手元に配布された報告書の 52 頁を開いて

ほしい。沖村さんは冒頭の挨拶だけだったので、ちょっと

沖村さんに聞きたいのだが、ここに、“中国の大学はイノ

ベーションを牽引している”、“世界に類を見ないハイテク

パーク政策”という小見出しがある。沖村さんは 3～4 年

くらい前から、「中国の科学技術は日本を抜いた」という

衝撃的なタイトルを掲げてあちらこちらで講演されてい

たが、大抵は無視されるか信用されないというような状況

が続いていた。荒井さんの講演にもあったが、トップ 10％

論文のシェアでは、既に中国は日本の 2.5 倍以上出してい

る。実績として、質の高い論文は中国が日本の 2.5 倍以上、

世界に出しているということだ。知的財産権は科学研究の

成果になるわけだから、科学研究が成功して勢いがつけば、

知財もその後からついていくのは当たり前だと思う。沖村

さんは中国の大学や研究機関、政府機関を非常にくまなく

視察して調べられてきている。そういうことも含めて、こ

このところをご説明いただければと思う。 

 

（沖村憲樹 JST 特別顧問）  

私は、中国は日本をはるかに抜き去って米国に近づきつ

つあり、やがては米国を抜くという風に確信している。大

学生の数だけを取っても、今は日本の 10 倍くらいいて、

これがますます増えている。大学の質についても、ロンド

ンタイムズ社の大学ランキングでみると、今や中国の方が

日本の倍くらいだ。これも間違いなく増えていく。という

のも、中国人は非常に優秀であるのと同時に、豊富な資金

が流れこんでいるからだ。 

 

 

中国の大学は非常にグローバル化している。大学の先生

もグローバル化しているし、学生をみても、今年は大体

60 万人位の学生が欧米に出ているし、50 万人の学生が帰

国している。流動政策だ。欧米の大学は中国の大学に非常

に注目していて、共同で大学や大学院をつくる例が数十あ

る。ところが日本は中国の大学産業に全く手を付けていな

い。唯一、立命館大学が大連理工大学と情報学科を共同で

つくっているだけだ。方や米国や欧州－ドイツやフランス

の大学は中国のいろいろな大学と組んでいて、中国の大学

はグローバル化しつつある。大学自体の質、将来性、生徒

の質というものが日本とは全く異なってきた。先ほど荒井

先生からも説明があったが、その結果、基礎研究の論文の

量も質も日本をはるかに抜いて米国に迫りつつある。さら

に、JST の濵口理事長がよく言っているが、大学の論文の

分野別トップ国というものがあり、これまで米国があらゆ

る分野において質的にもトップだったが、一昨年、2つの
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分野で中国がトップになり、今年は 5つの分野で中国がト

ップになった。これは間もなく、中国がいろいろな分野で

トップになっていく兆候だと思う。 

 

 日本の大学は教育と研究が主であり、つい最近までは、

論文を書いた先生は評価されても、特許を取ったり、企業

との共同研究を行ったりする先生はあまり評価されなか

った。10 数年前に通産省が法律をつくり、産学連携が奨

励されるようになった。 

 

 大学の体質そのものも中国と日本とでは全く違う。一つ

にサイエンスパーク・ハイテクパークという制度がある。

これは中国科学技術部の一番重要な、中国全体の産業をハ

イテク化しようという政策だ。国が所管するハイテクパー

クは 10 種類、842 ヵ所ある。他に各省や市が 2,000 以上

のハイテクパークを有している。いろいろな優遇があり、

欧米や日本の大企業は全部ここに入っている。 

94 の大学がハイテクパークの一種である大学ハイテク

パークを持っていて、清華大学に行くとよく分かるが、巨

大なビルがあり、そこに世界中の超有力企業が入って清華

大学の先生と一緒に研究したり学生が訓練したりしてい

る。そしてそこから利潤があれば大学の経営に入ってくる。 

もう一つに子会社の政策がある。校弁企業と言われるが、

日本の大学の子会社とは全くコンセプトが違う。一番大き

いのは北京大学の「方正」という校弁企業だ。売り上げは

2.2 兆円。桁が違う。こういう大きな子会社を中国の主要

な大学は皆、持っている。 

また、荒井さんから技術交易所の話があったが、各大学

には技術を販売する組織があって非常に一生懸命やって

いる。日本の大学とはコンセプトが異なり、大学を中核に

した積極的な技術事業体のような組織体になっている。つ

まり、中国の大学が中国全体の産学連携を引っ張り、中国

を動かすという性質がある。 

 

原子力、宇宙、海洋、スパコンといったビッグプロジェ

クトについてであるが、スパコンは今、中国が世界一だ。

原子力も宇宙も海洋も個別には説明しないが、そういう状

態だ。このように中国全体がものすごい勢いで米国に近づ

きつつあると理解していただきたい。 

その一番大きな原因として、これは日本と中国の財政支

出の比率である。中国は、教育と科学技術の両方を合わせ

ると 18％、84 兆円の支出をしている。ところが日本は文

教及び科学技術という分野で 5.4 兆円、5.7％しかない。

いかに数字が違うかということが分かっていただけると

思う。これだけ投資が違えば勝てるわけがない。しかも、

これが将来どうなるかというと、シンクタンクによる

2050 年の GDP 予測は、日本の経団連のシンクタンク、そ

れから英国と米国のシンクタンクとも数字はバラバラだ

が、どのシンクタンクも中国が第 1位になり日本は下がっ

ていくと予測している。一番数字の異なるゴールドマンサ

ックスによれば、日本は中国の 10 分の 1 以下になってい

る。シティグループもそういう数字だ。先ほど荒井先生に

紹介いただいたが、中国には、一般会計の伸び率より科学

技術への投資比率を増やさないといけないという特別な

法律がある。つまり、この 10 倍の伸びよりもっと科学技

術に関する投資が増えていくことが予測される。教育と科

学技術に対する資金がそれだけ豊富になり、人材が豊富に

なった時にどうなるかは素人ながらも予測がつく。ちなみ

にトランプ大統領は科学技術の予算を削ったが、これは当

然で、米国は財政の中の約 20％を軍事費に回している。

科学技術や教育に対する財政余裕は将来的にも非常に厳

しいと思う。そう考え、5年、10 年くらい先になるかもし

れないが、私は、中国は米国を抜くと言っている。 

 

何故こういうことになったかというと、それは中国の科

学技術行政に対する不退転の決意なのだと思う。1949 年

に共産党政権が設立されたとき、先ず政府がつくったのは

中国科学院だ。今、中国科学院全体で 12 万人のボリュー

ムがある。これは理研の 10 数倍、ドイツのマックスプラ

ンクより 10 倍多い。それほど巨大な研究機関を当時から

つくっている。それは、中国が百数十年も西洋に侵食され

た原因が科学技術、軍事技術にあるということを骨身に染

みて分かっていたからだと思う。私は科学技術を最優先に

する中国政府の態度を、科学技術への怨念のように感じて

いるが、中国は科学技術をそれほど重要なところに位置付

けている。 

 

荒井先生が調べられた中国の知財体制では、そのトップ

は国務委員の王勇さんだ。その下に並んだ名前は各省の次

官クラスの方々で、このように国務院が、国の内閣が主導

しながら、全省庁が一致協力して知財を練り上げている。

荒井先生がご指導になったのが 10 数年前だが、あっとい

う間に日本に追いつき、世界に冠たる知財強国となった。 

 

国務院の強力な指導の下、日本のような省庁間の縄張り

争いもなく、素直に協力し合って真面目に取り組んでいる。

科学技術政策も今や第 13 次 5 か年計画に入っているが、

1949 年からいろいろと緻密な計画をつくり、計画を立て

たら必ず実行する。今、中国の主要産業では工業製品が世

界トップだ。今後は日本やドイツのようなイノベーション、

ハイテク大国になるという計画を立てている。それをこう

いった体制で、国中で議論しながら実行に移している。 

 

日本の特許庁長官は 1年か 2年で変わるようだが、長官

を辞した後もこの問題が重要だとして動いていたのは荒

井先生ただお一人のように思う。何が言いたいかというと、

先ほど紹介された国家知識産権局とは一体どういう組織

で、どのような権限があるのだろうか。私が中国の中央政

府に行くと、科学技術庁の長官は必ず知財局の責任者でも

ある。つまり、知財と科学技術行政はいつも一緒になって

いて、打つ手が非常に大胆だ。知財は生み出すことも重要

なので、そこにもいろいろな政策をとっているのではない
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だろうか。大学や中小企業へは値段を下げるということも

あるし、地方自治体やハイテクパークの補助金といった奨

励例もたくさん出ている。知財はイノベーションの源なの

だという意識の下に総合政策を取り、知財を増やすための

策を講じている。先ほど荒井先生は制度間のギャップが問

題だと言っていたが、ここは深い。一度日本は、どうした

ら中国や米国に追いつけるのかということを、行政面や予

算面を含めて抜本的に見直した方がいいと思う。 

 

（馬場） 

ありがとうございました。 

ここまでのところをまとめると、中国は日本の科学技術

研究を既に追い抜き、知財面についても実務的なところを

追い抜いていったということが前提になろうかと思う。そ

の前提の上で、日本がダメで中国が良いという言い方では

なく、中国に見習うべき点は日本も見習っていくべきだと

するとき、どういうところがあるのか。さらに、日中間の

知財交流を今後どのように進めていくべきか。影の部分も

申し上げると、中国は知財強国になろうとしているが、依

然として世界トップの偽物大国でもある。私は 1999 年か

ら中国の取材をずっと続け、中国の模倣品を追跡してきた

が、途中から知財システムに焦点を移していった。中国の

知財システムはいかにして、この短期間の間に先鋭的に変

わっていったのだろうか。そこで荒井さんに伺いたい。報

告書の目次に、執筆者の一人である高（がお）さんの名前

が荒井さんのすぐ下にある。高さんは知識産権局の初代局

長だったが、荒井さんが特許庁長官の頃は、中国の知財ス

タッフが研修のような形で日本の特許庁に来ていた。それ

があっという間に、どんどんと日本の良いとこ取りをして

仕組みを変えていった。それを荒井さんはどのように感じ

られていたか。 

 

（荒井） 

丁度 20 年前、中国は非常に謙虚に日本の仕組みを学ん

でいた。高さんは当時のカウンターパートである中国の特

許庁長官だった。彼らが凄いのは、日本から学ぶだけでな

く、米国に学び、ドイツに学び、世界に学ぶという気持ち

が強かったことだと思う。日本も第二次大戦の後はそうだ

った。あるいは明治維新の後もそうだ。世界中から技術を

学び、制度を学び、立派な国になった。驕りなく世界に学

ぶという姿勢だ。日本は「Japan as No.1」と言われて良

い気持ちになり、そこで止まってしまったように思う。だ

が、それはスポーツと同じで、例え一番になったとしても、

他の国が伸びてくれば負けてしまう。日本には、科学技術

を進歩させることで世界の文明に貢献する、あるいは良い

イノベーションを起して世界中の役に立ち続けるという

気持ちが欠けているのではないだろうか。もう一つ、中国

の場合は「チャイナドリーム」、世界 1 位になるという夢

がある。目標意識が高い。それで進められるところもある

と思う。日本も世界に学んでいたが、日本が世界一だと思

ってしまって途中で止めてしまった。そういう差がある。

中国はまだまだ伸びていくだろう。 

 

（馬場） 

角田さんは、「『国務院の新情勢における知的財産権強国

建設の加速に関する若干の意見』重点仕事分業方案（106

項目）」をみてショックを受けたということだった。どこ

にショックを受けられたのか、また 106 項目の政策を日中

で比較したらどうなったのか、少しご披露いただきたい。 

 

（角田） 

国務院の一つの政策のもとに、皆が団結して一斉に動く

という凄まじいスピード感に本当に驚いた。国務院が出し

た知財強国に向けての各省の役割分担を述べた 106 項目

を日本と比べたとき、日本の方が有利なものは 10 も無か

ったような気がする。10か 15 くらいは日本の方が勝って

いると感じたが、日本が殆ど手を付けられないようなとこ

ろも、中国では全部各省が作業を分担してやらせるという

ものだ。それで驚いて、何とかしないといけないのではな

いかと荒井さんに連絡した。 

 

（馬場） 

簡単に言うと、106 項目の内、日本の 10 勝 60 敗 30 引

き分けくらいか？  

 

（角田） 

正確なところは資料をみないと分からないが、それくら

いだと思う。 

 

（馬場） 

元特許庁の部長であったプロから見て、日本より優れて

いる中国の制度が 60 程度、日本の方がまだ強いというと

ころが 10 程度、後は日中同じくらいという状況にあると

いうことだ。 

 

（角田） 

国務院の凄さというものをやはり非常に強く感じた。日

本にも内閣府に知的財産戦略事務局というものがあるが、

そういう組織が各省に対してとても強い力を持たなけれ

ば太刀打ちできないように思う。だから、内閣府に強い権

限を持たせたらどうかというのが正直な感想だ。 

 

（馬場） 

久慈さんは主として日中間の企業の知財交流を地道に

続けてこられた。先ほどの発言では、中国の模倣品はまだ

まだ続くので自然淘汰は難しいだろうというニュアンス

があったが、その一方で、グローバルに競争する企業もど

んどん出てきている。非常にレベルの高いところと社会の

あだ花になって影でうごめく偽物集団という 2 つの落差

が非常に大きいが、これをどのように理解されておられる

か。 
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（久慈） 

中国企業で模倣品に手を染めるところは短期間で金が

儲かるから、なかなか止められないだろう。その一方で、

グローバル競争に参加している中国企業は、世界で活躍し

始めている。私が以前いた日本企業は世界中に 15 万人の

社員がおり、日本人は 4万人程度で、私の部下には中国人

がいたし、世界中からも人が来ていた。中国企業もそうい

う国際企業が増えると思う。日本人の若者も随分、世界に

出ているが、互いの顔を知り、相手の手の内を知りながら

連携していくことは必要だし、国際企業間では知財活動の

レベルが同じようになると思う。 

 

（馬場） 

最後に、4人のパネリストから一言ずつ意見をもらって

から会場とのディスカッションに入りたい。テーマは日中

の知財交流、あるいは沖村さんの場合は知財の科学技術研

究交流というものに置き換えていただいてもいいが、日中

間でこれを本当に意味のある効率的なことに発展させる

にはどういう風にしたらいいのかということについて、パ

ネリストのご意見をお願いしたい。それでは荒井さんから。 

 

（荒井） 

繰り返しになるが、実際に活用の現場に行ってみること

が一番大事だと思う。ベンチャーを起し、特許を取り、銀

行から融資を受ける。その時、どうやって銀行から借りて

いるかというと担保融資で借りている。日本の銀行が特許

は担保にはならないと言っているときに、どうして日中で

こういう差が出るのか。そういう現場に行くことだ。 

 

（沖村） 

冒頭にも申し上げたとおり、この問題はたいへん重要だ

が、根が深く複雑だ。粘り強くフォローしていく必要があ

ると思う。 

 

（久慈） 

交流は相手の顔を知ることでどんどん進んでいくので、

そういうきっかけをつくることが大事である。そのような

出会いの場、シンポジウムなどいろいろな機会を通じて交

流していけばいい。 

 

（角田） 

中国語を勉強したらいいのではないか。やはり中国の人

は日本語がよく分かる。私のところに来る中国の代理人は

殆ど日本語で通じてしまう。昔は日本のレベルが高かった

からそうなのかもしれないが、これからは日本人も中国語

を勉強して会話できるようにしたらいいと思う。 

 

（馬場） 

 しかし、我々の年代に中国語をやれといっても少々無理

があるのでは。 

 

（角田） 

 若い人たちに中国語を勉強してほしいということだ。 

 

（馬場） 

私はこの頃いつも、若い学生に中国へ留学しろと言って

いる。顔も同じだし漢字文化で共通するところも多いから

中国に行った方がいいと言っている。ただ、中国人と日本

人は考え方がかなり違うのでそこを理解しなければいけ

ない。中国人と日本人が対等の立場でお互いに悪口を言い

合えるくらいに理解し合えれば、交流は深まっていくし活

性化すると思う。 

さて、残り 10 分程度だが、会場から質問や意見などが

あれば是非ご発言いただきたい。いかがでしょうか。 

 

【質疑応答】 

 

（フロア） 

 中国の知財事情は知っているようで知られていない。た

いへん勉強になった。 

私は 2 年前から山東省と知財関係で事業を始めている。

来月、現地に行くが、その時どういうアドバイスをしたら

いいのか聞きたい。そういうのも、先ほど話題に出た模倣

品の問題について、山東省の方でもそれを裏付けるような

話がたくさんあって、向こうが日本の方から技術移転しろ

としつこく言うものだから、日本の中小企業は危ないから

やらないということで止まってしまった。これを何とか解

消してうまくいかせる方法はないものだろうか。 

政府の力というのは凄い。日本も 100 年前は富国強兵策

でやってきたが、今の中国は凄い。両国のギャップを何と

かうまく埋めて、日本から健全な知財制度、知財の精神を

輸出するような方策はないだろうか。 

 

（馬場） 

それは輸出するようなものではないと思う。既に近代化

されている。 

 

（フロア） 

 今は中国に習うほかないのか。 

 

（馬場） 

日本のノウハウとして、ソフトの面ではまだ中国に見習

ってほしいものはあるだろうが、知財制度の確立と実施と

いう点では、日本が中国から学んだ方がいいと言われてい

る。 
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（フロア） 

日本にはたくさんの発明があるが、ノウハウは出さない

という精神の企業が多い。それで皆、真似される。それを

日本は何とか、産業政策、教育、補助金でも何でも、どん

どんやらないといけないと思う。税制でも優遇措置を使う。

政府の力が必要だと思うがいかがだろうか。 

 

（馬場） 

今の発言を私なりに整理すると、中国に技術移転をする

と真似されるリスクが高くなるということが一つ。それに

ついて私は別の見解を持っているので、別の機会に、今日

この場でまた出てきたらお話したいと思う。 

 

（フロア） 

 中国の特許の出願件数がかなり多いことはこの数字か

らハッキリ分かるが、この中で権利化している特許はどの

くらいあるのか。中国と日本の比が分かるとありがたい。

権利化していてもあまり役に立たない特許もあると思う。

その割合についてもお分かりだったら教えてほしい。 

 

（馬場） 

パネラーの先生方、直近のデータでお持ちのものがある

だろうか。 

 

（荒井） 

今、数字は手元にないが、先ほどお話ししたように、日

本の場合は 30 万件の出願があって、20万件くらいが特許

になっている。中国も大体同じような比率だ。特許庁の特

許行政報告書 2017 年版に載っている。この中に特許庁の

方はいらっしゃるだろうか。130 万件の内、大体 3 分の 2

くらいが特許になっているという理解でいいだろうか。正

確なところをお持ちの方はおられるか。 

 

（馬場） 

中国人弁理士の李さんに回答をいただく。 

 

（フロア：李） 

報告書 146 頁の図 6に中国の登録件数がある。 

 

（馬場） 

これによると 40％強くらいか。加えて申し上げると、

もう 4、5 年前になるが、登録された特許の維持率という

ものがある。何年間、維持するかということで、長ければ

長いほど特許の質が高いということになる。中国の場合、

維持年数が極端に短く、1 年、2 年で捨てられるというこ

とが新聞で発表された。そこで、中国政府の知識産権局の

おそらく主任だった人が、これでは知財立国など無理だ、

特許を出願し、登録して、1年か 2年で捨てるようなもの

は特許ではない、改善しろとはっぱをかけた。こういうも

のは年を追うごとに改善されるのが普通だから、今はもっ

と維持率が高くなってきていると思う。他にはいかがだろ

うか。コメントでもよい。 

 

（フロア） 

制度面の改善があったことは私も知っている。ここ数年

くらいはもの凄い勢いだが、反対に、例えばエンフォース

メントがきちんとできているのかというところについて

は、まだ私自身も確証を得るような情報を得ていない。そ

れについても上がってくるのだろうか。 

 

（久慈） 

エンフォースメントについては努力している状況が続

いているので、どんどん進化していると捉えている。画期

的な判決はまだ見当たらないが、これから良い判決が出て

くるようになると思う。一方でまだまだ世界に知られたら

まずいような判決もたくさん出ている。それは中国側もよ

く分かっていて、もっと良い判決を出していこうという動

きになるから、努力していると捉えた方がいい。訴訟の件

数こそ多いが、9割以上が判決の出る前に和解など途中で

終わっている。それというのも、本質的には判決を出さな

ければならないようなレベルのトラブルではなく、権利意

識が強すぎてとりあえず訴えているというのが実情だか

らだ。つまり、実質的なトラブルはもっと少ないのではな

いか。今後どんどん良くなっていくはずという過程を世界

中で今注目しているところだと思う。 

 

（フロア） 

ということは、まだ少しは時間がかかるけれども着実に

良くなっていくだろうと。 

 

（久慈） 

そう思う。 

 

（馬場） 

私のコメントとしては、急激に良くなっていくと思う。

どちらになるかは分からないが。 

先ほどフロアから、日本の技術を中国に移転すると必ず

真似されるのではないかという危惧が強いという話があ

った。確かにそれはよく言われていることだし、そうされ

てきたことでもあるが、中国人もまずいと思うことはどん

どん改善していく。 

中国は「騙される方が悪い」という文化だ。騙す方では

ない。酷い目にあったという日本企業に聞いてみると、騙

される方が悪いというケースになっていることが多い。要

するに、技術移転する先のカウンターパートとどのような

契約を結んでいるか、どういうことをやったのかというよ

うなところで、日本に落ち度があるのではないかと思われ

るところがあるというのも一つの感想だ。 

 

中国の知財裁判もどんどん進化している。侵害訴訟等の

裁判のデータベースが市販されているが、これは、どうい

う裁判官がどういった判決を出し、どういう成績を出して
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いるかが殆ど網羅されているデータベースで、かなり高額

だが日本にも入ってきている。このように、裁判所や司法

の実態、裁判の口頭弁論、もしくは判決もインターネット

で公表されている。透明性が非常に高くなってきていると

感じる。 

一つ例を出すと、5年くらい前の話だが、中国人従業員

に技術を盗まれて、その技術をもとにコピー工場が建てら

れ被害を受けた日系企業があった。その技術のノウハウは

持ち出した中国人社員の職務発明であって、職務発明とは

つまり我が社が開発したものであり、帰属は我が社にある

という訴えを雲南省で起こした。その当時も雲南省には地

方保護主義が跋扈していたから、そんな難しい裁判に日系

企業が勝てるわけはないだろうと思われていたが、1 審、

2審と日系企業が勝利し、それが職務発明であるというこ

とが認定され、所有権を取り戻した。画期的な名判決だ。

職務発明を認定する法理論と証拠調べがきちんとされて

いた。裁判の透明性は日本よりはるかにある。賠償金額も

日本より高い。中国の司法の透明性というものは、中国の

民主主義の仕組みのように思う。中国は共産党一党独裁の

強力な国で民主主義国家ではないが、民主主義というもの

を司法の透明性の中に出そうとしているように感じられ

た。 

 

今日は中国の知財戦略、仕組み、それから今後のことも

含めて、4人のパネリストの先生方からたいへん貴重な意

見をいただき、会場からもご意見やご質問をいただいた。

感謝申し上げる。これをもってパネルディスカッションと

シンポジウムを終了する。ありがとうございました。 

 

【閉会】 

（伊藤副センター長） 

 ありがとうございました。これで本シンポジウムをお開

きとする。この知財問題は極めて重要な問題なので、CRCC

では引き続き調査分析、あるいはこういった形での議論を

深めていきたいと思う。引き続きご協力をお願いしたい。

本日はありがとうございました。 

  

 

 

 

 
（了） 

2．講演資料（講演順） 
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